
 
青色の区域には、共同漁業権の魚種にタコが設定されています。共同漁業

権内でタコ及びその他の共同漁業権の魚種を採捕する行為は、漁
業を営む権利を侵害する行為として、漁業法第１９７条に基づき
罰せられる場合がありますので、ご注意ください。 

漁業法（抜粋） 
第１９７条 漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月作成 

タタココ釣釣りりににごご注注意意をを！！  

愛知県農業水産局水産課 
愛知県海面利用協議会議 
連絡先：052-954-6460 


